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外国年金管理（南アフリカ特許） 

 

 

南アフリカの現在の法律は、１９７８年の改正特許法、及び１９９８年施行の知的所有権諸法の 

合理化法が適用されています。。 

パリ条約及びＰＣＴに加盟しています。 

 

南アフリカ特許の年金に関する規定は以下のとおりです。 

 

１．出願の際の手続言語は英語です。日本語の出願もできます。その場合、３ヶ月以内に英訳文 

  を提出する必要があります。 

存続期間は出願日から２０年です。出願日の入力時に存続期限はセットされます。 

出願時に、納付年として３、次回年金期限として出願日から３年後の日付をセットします。 

これで、第４年度分の年金期限が設定されます。 

２．優先権主張を伴う場合は、出願日から３ヶ月以内に優先権証明書の提出が必要です。 

  優先権証明書の英文への翻訳文も必要です。期間は同じく出願日から３ヶ月です。 

３．無審査主義を採用していて、出願公開・審査請求・異議申立の制度はありません。 

４．出願後、方式審査が行なわれ、方式要件を満たしていた場合は出願後６ヶ月から９ヶ月後に 

  は許可（ACCEPT）されます。 

５．その後、受理日(ACCEPT)から３ヶ月以内に特許公報（Patent Journal）に公表されます。。 

６．特許権は、出願が許可 (Accept)された日からではなく、要約書が特許公報(Patent Journal)に 

公表された日から発生します。特許公報に公表された日が特許日(Date of Grant)となります。 

７．したがって、登録日には、公表日を入力します。 

  登録時には、存続期限・次回年金期限の計算は行いません。 

８．第４年度分以降の納付は、出願日を起算日とする年金期限の前までに、納付します。 

  納付した年数（初期値は１）分だけ期限が更新されます。 

  ６ヶ月間の追納期間があります。 

 

ＫＥＭＰＯＳ上では以下のように扱います。 

 

（パリルートの場合） 

１．出願時に出願日から３ヶ月後の日付を優先権証明書提出期限及び同翻訳提出期限にセットします。 

  出願時に「納付年」（３）を入力し、年金期限の計算を行ないます。 

２．登録の入力で、登録日・登録番号を入力します。 

  登録日は、特許公報への公表日を入力します。 

３．第４年度分以降の納付は、出願日を起算日とする年金期限の前までに、納付します。 

  納付した年数（初期値は１）分だけ期限が更新されます。 

 

（ＰＣＴルートの場合） 

１．通常の特許と異なるＰＣＴ用の出願種別はありません。 

２．国内移行の入力時に、納付年の入力及び、年金期限・存続期限の計算を行ないます。 

３．国内移行後の扱いはパリルートの場合と同じです。 



 

（パリルートの場合） 

 

 １．南アフリカ特許の出願種別の設定は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期間は出願日から２０年です。 

 ・年金期限の起算日は出願日です。 

 ・初回の年金は３年です。出願時に便宜的に１－３年度分の年金を納付したものとみなします。 

 ・維持年金にチェックを入れます。出願時納付には「３」をセットします。 

 ・２回目以降は、各年度の出願日の日までに次年度分の年金を納付します。 

 

 ２．出願の入力 

 

  出願は「出願（年金期限の計算あり）」を使用します。 

 

 

 

 

 

 ・出願の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  年金起算日に出願日をセットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  優先権証明書提出期限に出願日から３ヶ月後の日付をセットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出願入力後の出願台帳の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限として 2016/06/06（出願日から２０年後）がセットされます。 

 ・納付年として「３」がセットされます。 

 ・年金期限として 2009/06/06（出願日から３年後）がセットされます。 

 ・年金起算日として 2006/06/06（出願日）がセットされます。 

 

 



 

 ３．登録 

 

  ・無審査ですので、登録査定・設定納付といった手続きはありません。 

  ・方式審査のみ行なわれ、方式要件を満たしてれば、６～９カ月で受理(ACCEPT)されます。 

  ・受理日から３ヶ月で、登録公報で公表されます。これが登録日となります。 

  ・登録は一般の「登録（存続期限の計算あり）」を使用します。 

   存続期限の計算は、出願時に行なっているので、ここでの計算は不要ですが、再計算しても 

   差し支えありませんので、一般の登録を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録入力後の出願台帳の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録日・登録番号（今回は入力していない）がセットされたのみで、年金期限・存続期限等は 

  変化はありません。 

 

 

 



 

 ４．４年度分以降の年金の納付。 

 

  ・最初の年金納付は、第４年度分年金の納付を出願日から３年後までに行います。 

   無審査で、遅くとも出願から１年後には登録になりますので、時期的には年金納付は登録後 

   ということになります。 

  ・外国出願の場合、通常、外国代理人からの完了報告をもって年金期限の更新を行います。 

   ＫＥＭＰＯＳ上で、出願維持の年金と権利維持の年金の区別はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「納付報告」入力後の出願台帳の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・納付年は「４」に更新されています。 

  ・年金期限は「2010/06/06」に更新されています。 

 

 


